
2023 年 9月 学生支援センター 

 

2023年度日本学生支援機構奨学金出願のしおり（大学院） 
 

このしおりは、日本学生支援機構（以下、JASSO）の「2023 年度在学者用貸与奨学金案内〔奨学金を希望

する皆さんへ〕」（以下〔貸与奨学金案内〕という）を補足するものです。申込みに際しては、貸与奨学金案内および

本冊子を熟読して、不備のないようにしてください。 

 

Ⅰ．申込みからの採用までの流れ 

申込書類配付 10月 5日（木）まで  申請書・貸与奨学金案内は奨学金窓口で受取ってください。（「Ⅶ．資

料（貸与奨学金案内）請求ならびに申請書提出について」参照） 

 

申込書提出 10月 6日（金）まで  申込書一式を提出する際には、学生証を持参してください。書類不備・

記入漏れ等があった場合は選考対象になりません。書類の内容について確

認しますので、提出から 1 週間後に奨学金窓口に確認後の書類を受取り

に来てください。 

 

識別番号の受取り 10月 13日（金）まで 提出いただいた申込書類に不備がなければ、奨学金窓口でスカラネット

入力に必要な識別番号をお渡しします。不備があった場合は、10 月 20

日（金）までに不備内容を解消した申込書類を再提出してください。 

 

スカラネット入力 10月 24日（火）まで   期日までにスカラネット入力下書き用紙に記入した内容を入力してくだ

さい。入力が無い場合は選考対象になりません。 

 

入力後の下書き用紙の提出 

10月 25日（水）まで 

 入力内容に不備がないか確認を行うため、スカラネット入力後に必ずスカ

ラネット入力下書き用紙を奨学金窓口に提出してください。 

採用者結果発表 12月 7日（木）  大学ホームページにて採用者の受付番号を発表します。採用者には返

還誓約書等の提出必要書類の配布期日を学内情報サービスからお知ら

せします（配布日は 12月中旬を予定）。 

奨学金初回振込日 12月 11日（月）  

 

 

Ⅱ．奨学金の種類 

名 称 
日本学生支援機構（JASSO） 

第一種奨学金 第二種奨学金 

返 還 必  要 必  要 

利 子 無利子 有利子（年利上限 3％） 

金 額 

＜月額＞ 

 

修士課程 

50,000円 88,000円 

 

博士後期課程 

薬学系大学院博士課程 

（4年制） 

 80,000円 122,000円 

5万円・8万円・10万円・13万円・15万円の 5種

類の中から選択 

交付期間 修了に要する標準修業年限の 3月まで（ただし毎年継続手続きが必要です） 

交付方法 口座振込（原則として月 1回） 



＊ 日本学生支援機構 利率算定方法選択制について 

第二種奨学金の利率の算定方法は次の 2種類（①②）です。いずれか一方を出願の際に選択してください。 

① 利率固定方式 ･･･貸与終了後に決定した利率が、返還完了まで適用されます。 

将来、市場金利が変動した場合も、利率は変わりません。 

② 利率見直し方式･･･貸与終了時に決定した利率を、おおむね 5年ごとに見直します。 

将来、市場金利が変動した場合は、それに伴い利率も変わります。 

・(参考)2023年 1月の貸与利率（基本月額分）0.805％【利率固定】、0.20％【利率見直し】 

・利率の算定方式は、貸与期間が終了する年度の一定期間前までは変更可能ですが、貸与終了後は変更できません。 

 

Ⅲ.貸与奨学金の申込資格 

 高度の研究能力を有し、経済的理由により修学に困難があると認められる方が申込資格を有します。ただし、留年

中の方、債務整理中の方などは申込むことはできません。詳しくは、「貸与奨学金案内 P.8」をご覧ください。 

 

Ⅳ.貸与奨学金の選考基準 

 人物・学力の推薦基準を満たしている奨学金申込者を大学が推薦します。JASSO では家計を含めた審

査・選考を行い、奨学生として採用します。「貸与奨学金案内 P.9」をご覧ください。 

 

［学力基準］ 

●修士・博士前期課程、専門職大学院課程 

（1）、（2）のいずれかに該当すること。  

（1） 大学等・大学院における成績が優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動す

ることができると認められること。  

（2） 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

●修士・博士後期課程、博士医・歯・薬・獣医学課程 

（1）、（2）のいずれかに該当すること。  

（1） 大学・大学院における成績が優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事

するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。  

（2） 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

 

［家計基準］ 

 本人の収入（定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が 1 年間に得

た金額）と配偶者の定職収入の金額の合計額が、下記の金額以下の場合選考の対象となります。配偶者

が給与所得者の場合は、配偶者のみ下表の給与所得控除をしたうえで、本人の収入金額と合算します。 

なお、定職収入が給与所得以外の場合は、収入金額から必要経費を控除した額となります。 

 

 第一種奨学金 第二種奨学金 第一種・第二種併用 

修士・博士前期課程 299 536 284 

修士・博士後期課程 

博士医・歯・薬・獣医課程 
340 718 299 

 



Ⅴ.奨学生の義務と各種手続き 
 

秋に申込をされた二次採用の方は、採用説明会の代わりに、奨学金窓口で返還誓約書等の提出必要書類をお

渡しします。奨学生は各種手続きを行わなければなりません。以下は、その一部です。 

 

①日本学生支援機構 奨学金窓口での書類受取り 

奨学金窓口で配付される返還誓約書を提出してください。返還誓約書は、各自スカラネットで入力した返還誓約

書情報に基づいて作成されます。申込時に人的保証制度を選択した方は、誓約書面で連帯保証人や保証人の

自筆署名や実印の押印、印鑑登録証明書等が必要です。申請時に各保証人の承諾を得てから保証制度を選

択してください。（貸与奨学金案内 P.17～21）返還誓約書が提出できない場合は採用取り消しになります。 

 

②以下に該当する場合は、廃止または停止になります。 

 ○退学、もしくは除籍になった場合 

 ○著しく成績が低下し、修得単位数が著しく低い場合 

 ○奨学金継続願が未提出の場合 

 ○その他、奨学生としてふさわしくないと認められる行為があった場合 

 ※休学した場合は、その期間の奨学金は受給できず（休止）、復学してから交付を復活することができます〔2 年

以内（留学を事由とする「休止」は 3 年以内）〕。休学期間に既に奨学金が交付されていた場合は、原則一

括戻入が必要です。 

 

③届出事項に変更があったときは、奨学金担当窓口に届け出てください。 

 本人・連帯保証人・保証人の氏名、住所、振込先の口座、月額、その他記載事項の変更等。奨学金が必要

なくなった場合は辞退手続が必要です。 

 

④奨学金返還手続き 

 奨学金は貸与終了後、10～20 年かけて必ず返還する義務があります。貸与終了時（前）には、奨学金を返

還する振替用口座等の登録が必要です。 

 

特に優れた業績による大学院第一種奨学金返還免除について 

 大学院の第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績をあげた者として機構が認定した

場合には、貸与終了時に奨学金の全部または一部が免除される制度があります。（貸与奨学金案内 P.13参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ．提出書類 

（1）大学院奨学金申込書（所定様式） 全員提出 

（2）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書 全員提出 

（3）学業成績証明書（原本） 全員提出 

（4）本人の収入に関する証明書類（コピー） 全員提出 

（5）配偶者の収入に関する証明書類 ※該当する場合 

（6）父母からの給付にかかわる収入に関する証明書類 ※該当する場合 

（7）スカラネット入力下書き用紙 全員提出 

(8) 振込みを希望する口座のコピー 全員提出 

 

（1）大学院奨学金申込書（所定様式） 

記入もれのないように、作成してください。（※の欄については、該当欄を選択してください。）また、以下の

事項には特に注意してください。 

1．「収入金額」欄は鉛筆で記入してください。 

2．2023年度にアルバイト収入の見込みがある人は、週あたりの就労時間を記入してください。 

 

（2）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書（所定様式） 

日本学生支援機構奨学金を申し込む人は、「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」の記

載内容を確認のうえ、本人が記入・自署をして提出してください。 

 

（3）学業成績証明書（原本） 

修士課程、博士後期課程および薬学課程 4年制の 1年次生は、それぞれ卒業大学、修了大学院の学

業成績証明書を、修士課程 2 年次生、博士後期課程 2・3 年次生および薬学課程 4 年制の 2 年次以

上は前年度までの学業成績証明書を提出してください（博士後期課程 2･3 年次生、薬学課程 4 年制 2

年次以上で現課程の成績が出ない場合は、修士課程の学業成績証明書を提出してください）。 

 

（4）本人の収入に関する証明書類（コピー） 

申請者本人にアルバイト収入等がある場合、収入金額を証明できる書類（源泉徴収票・年収見込証明書・月

収証明書等）を提出してください。貸与奨学金案内 P.26~28 を必ずご確認ください。※収入計算書は提出不

要です。 

 

（5）配偶者の収入に関する証明書類 ※該当する場合（コピー） 

貸与奨学金案内 P.26~28 を必ずご確認ください。 

 

（6）父母からの給付にかかわる収入に関する証明書類 ※該当する場合（コピー） 

貸与奨学金案内 P.26~28 を必ずご確認ください。 

 

（7）スカラネット入力下書き用紙（所定様式） 

     申込書の内容に基づき、鉛筆で記入した後のものを必ず提出してください。 

 

（8）振込みを希望する口座のコピー（通帳、キャッシュカードなどのコピー） 

本人名義、金融機関名、支店名、口座番号が分る箇所のコピーを提出してください。 



Ⅶ．資料（貸与奨学金案内）請求ならびに申請書提出について 

［資料請求］10月 5日（木）まで 

【奨学金窓口での受取り】 

 学生証持参のうえ、開室時間中に下記奨学金窓口へお越しください。窓口で申請書類一式をお渡し

します。 

 

［申請書提出］10月 6日（金）まで 

 学生証持参のうえ、期日までに奨学金窓口にご提出ください。 

 

［資料請求・問い合わせ先］ 

ポートアイランド第１キャンパス 

〒６５０－８５８６ 神戸市中央区港島１－１－３ 

 神戸学院大学 学生支援センター JASSO 窓口 

（問い合わせ先） Tel：078-974-4084  

有瀬キャンパス 

〒６５１－２１８０ 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８ 

神戸学院大学 学生支援センター JASSO 窓口 

（問い合わせ先） Tel：078-974-1607 

＜開室時間＞両キャンパス共通 9：00～11:45 12:45～17:00 平日のみ         以上 


